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はじめに 

2001 年に都立図書館の後退～縮小・再編とそ

れに伴う蔵書の大量廃棄に端を発した私たちの

運動の十年余を振り返り、資料提供のための共

同保存の今後について考えたい。本稿は、拙稿

「町田市立図書館が五万冊預かった理由―14

万冊の「再利用」をめぐって」（［特集］都立図書

館再編 14万冊がバラバラになった）『ず・ぼん

⑧』（ポット出版、2002 年）の一部を再構成し、

加筆したものである。加筆部分を除く全文につ

いては、次の URLで詳細を読むことができる。 

http://www.pot.co.jp/zu-bon/zu-08/zu-08_06
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都立図書館の再編計画により、多摩図書館が日

比谷図書館にある児童・青少年資料約 16 万冊

を受け入れるために、約 14 万冊の資料を廃棄

するという情報を受け取ったのは、2001 年の 9

月だった。「都立図書館のあり方検討委員会」

（以下、「あり検」という）の中間報告が既に 7 月

に出されていた。ただちに反対運動が組織され、

多摩地域では、「都立多摩図書館があぶない！

住民と職員の集会実行委員会」（以下、「実行委

員会」）が結成された。   

途中経過を端折るが、「実行委員会」の生まれ

変わりが、「特定非営利活動法人共同保存図書

館・多摩」（通称「多摩デポ」）である。 

１．なぜ町田市立図書館が預かることにしたのか 

 都立多摩図書館の廃棄予定の 14万冊につい

ては、「あり検」の最終報告が出される前に除籍

の手続きが着々と進行しており、資料の散逸を

防ぐことが第一に優先される必要があった。そこ

で、多摩地域の図書館が共同でそれを利用でき

る体制が整うまでは、どこかが名乗りを上げて、

一括して一時的に預かるしかないと考えるに至

った。 

 当初 14 万冊が廃棄される予定であったが、当

面、児童書が対象外となったため、「10 万冊程

度」になった。町田市立図書館は、「再活用資料

全部。ただし、多摩地域の市町村立図書館から

希望があった場合は、そちらを優先してくださ

い」とファックスで申し込んだ。 

2002年 1月 24日に「今後の都立図書館のあり

方〜社会経済の変化に対応した新たな都民サ

ービスの向上を目指して〜」の最終報告が出さ

れたが、中間報告をほぼ踏襲したものであり、都

立図書館再編の問題点を隠蔽しようとしたものと

断じざるを得なかった。 

２．都立図書館の対応 

 2 月 27 日、都立中央図書館管理部長と都立

多摩図書館長の両部長職が、町田市の教育長

に面会に訪れた。教育長は、再活用の 10 万冊

は、本来多摩地域の図書館を対象にした資料
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であるから、町田市で一括して預かりたいと明確

に主張した。 

 翌 28日に都立多摩図書館の再活用図書の説

明会が急遽招集された。町田市立図書館には、

約 5万冊の図書が割り当てられることになったが、

結局、資料の散逸を止めることはできなかった。 

3 月 25 日、都立多摩図書館から 4 万 9955 冊

（書類上そうなっているが、書誌データ上は 4 万

9959 冊になっている）を搬出し、3 月末で廃校

が決まっている小学校に運び込んだ。 

３．本来の再活用とは 

 廃止される前の「東京都立多摩図書館運営方

針（６１教社計多第１１１号）」には、「資料の再活

用」という項目があり、「公立図書館の除籍資料

については、未所蔵の資料を受け入れて利用に

供し資料の再活用を図る。」としている。つまり、

多摩地域の市町村立（に限らず、多摩地域以外

の区市町村立や道府県立も理念的には含むは

ず）図書館が、除籍した資料で、多摩図書館が

持っていない資料を受け入れるのが「再活用」で

あり、今回の「再活用」とは全く逆のことを意味し

ているのである。 

 2001年3月に出された「資料再活用業務連絡

会」（主管課：多摩図書館協力課）による「資料

再活用業務検討連絡会最終報告」では、「事業

の概要」として「都内公立図書館が除籍する資

料のうち、都立図書館が未所蔵で、都立図書館

が将来にわたって行うサービスに必要な資料を

受け入れる。」としている。「あり検」最終報告との

何たる落差！違いは歴然としている。この違い

は何に由来するのか。この報告は、現場から生

まれた。つまり、図書館の役割について知ってい

る者の手により書かれているのである。 

４．今後の展望 

デポジットライブラリーを一刻も早く立ち上げる必

要がある。方法は二通り考えられる。一つは、多

摩地域の市町村が共同でライブラリーを立ち上

げ、その運営を「多摩デポ」に委託することで可

能になる。市町村の負担については、例えば各

館の図書購入費の５％を出資することにすれば、

運営は十分に成り立つはずである。各自治体の

新たな費用負担ということが難しければ、各図書

館の図書購入費を従来の 95％に減額すれば、

新たな負担は生じない。 

図書購入費を減額するなどとんでもない、という

批判もあるだろうが、図書購入費の一部減額は、

資料の長期保存及び共同利用が可能になること

のメリットと十分相殺できるのではないかと私は

考えている。もちろん、図書購入費の減額を積

極的に奨めているわけではなく、減額せずに費

用負担が認められれば、それにこしたことはな

い。 

もう一つの方法は、国分寺市に移転が予定され

ている都立多摩図書館に資料保存センター機

能を充実させ、その運営の一部を多摩デポに委

託することも有力な案として考えられる。もちろん、

そのためには、都立図書館が第二線図書館とし

て、区市町村の第一線図書館をバックアップす

るという本来の姿勢を取り戻す必要がある。 

滋賀県立図書館は，資料保存センター機能を

備えた100万冊収容可能な書庫を1992年に完

成させた。市町村立図書館の除籍資料で県立

図書館未所蔵のものは，新たに県立図書館の

資料として受け入れることにより，県内の市町村

立図書館が共同利用できる仕組みを構築したの

であるⅰ。「滋賀県内の市町村図書館での廃棄

図書は，2009 年度で 9 万 3 千冊くらい」だった

が，「県立へ移管されたものが 17年間で約 4万

冊」あるというⅱ。 

 

ⅰ 木村英司「滋賀県における県立図書館を核とした公共図書館の資源協力」(特集:リソース・シェアリング:資料

利用のための協力)『情報の科学と技術』第 43 巻第 11 号、1993年 11 月、pp. 1011-1012。 
ⅱ 梅沢幸平「図書館の役割と資料保存－滋賀県の場合－」所載、竹内悊・梅沢幸平『図書館のこと、保存のこと

（多摩デポブックレット 5）』特定非営利活動法人共同保存図書館・多摩、けやき出版、2011 年、p.54。 

                                       （会員）
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